
告 示

�愛媛県告示第９７６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、宇和島市三間町曽根地域に係る県営土地改良事業計画を変更

したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定に

より、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・成妙地区）変更計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２６年８月２５日から９月２２日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

�������
�愛媛県告示第９７７号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２６年８月２２日から９月４日まで

�������
�愛媛県告示第９７８号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

�������
�愛媛県告示第９７９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市楠河土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任
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介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

社会福祉法人四国中央
市社会福祉協議会

愛媛県四国中央市三島
宮川４丁目６番５５号

介護職員初
任者研修課
程

平成２６年
８月１１日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 日 浅 隆 西条市楠甲７４７番地

毎週（火・金）曜日発行 第２５９９号 平成２６年８月２２日

平成２６年８月２２日金曜日 第２５９９号
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�愛媛県告示第９８０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市古川乙土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

退 任

�������
�愛媛県告示第９８１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市円海寺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市大新田土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市明理川土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２６年８月２２日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第９８４号
船木泉川（池田池）土地改良区から認可申請のあった土地改良事

業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第

８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２６年８月２２日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 地 伸 一 西条市古川甲１５９番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２

監 事 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 檜 垣 鐵 雄 西条市円海寺２４９番地１

〃 川 上 尚 志 西条市円海寺２９３番地１

〃 森 山 剛 西条市円海寺２７３番地１

〃 飯 尾 要 西条市円海寺９０番地４

〃 玉 井 常 馬 西条市円海寺４３番地２

監 事 越 智 博 司 西条市円海寺１７５番地４

〃 黒 河 正 春 西条市円海寺１７５番地２

〃 柳 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 稲 井 昭 一 西条市大新田１９３番地

〃 稲 井 重 弘 西条市大新田５５１番地

監 事 柳 瀬 幸 蔵 西条市大新田２３０番地

〃 柳 瀬 幹 夫 西条市大新田２２４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

〃 柳 瀬 豊 明 西条市壬生川５５４番地３

〃 稲 井 昭 一 西条市大新田１９３番地

〃 稲 井 重 弘 西条市大新田５５１番地

監 事 柳 瀬 幸 蔵 西条市大新田２３０番地

〃 柳 瀬 幹 夫 西条市大新田２２４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 川 多 � 西条市明理川１５２番地

〃 一 色 正 喜 西条市明理川２８８番地２

〃 秋 川 久 男 西条市明理川２８６番地２

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 石 原 保 志 西条市明理川１７１番地

監 事 石 原 浩 西条市明理川１６３番地２

〃 秋 川 和 久 西条市明理川２８１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 秋 川 多 � 西条市明理川１５２番地

〃 一 色 正 喜 西条市明理川２８８番地２

〃 秋 川 久 男 西条市明理川２８６番地２

〃 一 色 雅 典 西条市明理川１８２番地

〃 石 原 保 志 西条市明理川１７１番地

監 事 石 原 浩 西条市明理川１６３番地２

〃 秋 川 和 久 西条市明理川２８１番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 内 萬 次 西条市大新田２１３番地

〃 曽我部 恒 夫 西条市大新田２０１番地

愛 媛 県 報平成２６年８月２２日 第２５９９号
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愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 船木泉川（池田池）土地改良区土地改良事業（維持管理）変

更計画書の写し

� 船木泉川土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２６年８月２５日から９月２２日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所本庁

�愛媛県告示第９８５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第９８６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９８７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９８８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１６８３９号 平成２３年
４月２１日 �コヤブ 小藪 明美 新居浜市船木７３０ 平成２６年

７月１日
建築工事業
管工事業
機械器具設置工事業

建設業の廃止

（般－２１）第１４３２８号 平成２１年
９月１４日 武田設備工業� 武田 豊作 西条市円海寺１５８－４ 平成２６年

７月２８日 消防施設工事業 建設業の廃止
（一部）

（特－２３）第５４２１号 平成２３年
６月６日 �井原組 井原 英吾 四国中央市三島宮川４－

１０－５０
平成２６年
７月３０日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

（般－２２）第７０９６号 平成２２年
４月１４日 �山岡 山岡弘太郎 新居浜市新須賀町２－９

－５
平成２６年
７月３０日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

（一部）

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社日和 訪問看護ステーション いちば 愛媛県伊予市市場甲４１９番地３ 平成２６年７月１日 訪問看護

株式会社ワイズ・ホールディングス デイサービスコンフォール 愛媛県東温市志津川甲７７３番地 平成２６年７月１日 通所介護

株式会社ワイズ・ホールディングス ヘルパーステーションコンフォール 愛媛県東温市志津川甲７７３番地 平成２６年７月１日 訪問介護

社会福祉法人ミュゲの会 ヘルパーステーション みゅげ 愛媛県東温市見奈良８１１番地１シニア
ライフセンター みゅげ 平成２６年７月３日 訪問介護

社会福祉法人ミュゲの会 デイサービス アルモ 愛媛県東温市見奈良８１１番地１シニア
ライフセンター みゅげ 平成２６年７月３日 通所介護

合同会社つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 愛媛県東温市北方３２０３番地５フォレス
トコート２１１号 平成２６年７月８日 訪問介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人ミュゲの会 ケアプランセンター みゅげ 愛媛県東温市見奈良８１１番地１シニア
ライフセンター みゅげ 平成２６年７月３日 居宅介護支援

愛 媛 県 報平成２６年８月２２日 第２５９９号
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平成２６年８月２２日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第９８９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９９０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

�愛媛県告示第９９１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２６年８月２２日

愛媛県南予地方局長 稲 田 洋一郎

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社日和 訪問看護ステーション いちば 愛媛県伊予市市場甲４１９番地３ 平成２６年７月１日 介護予防訪問看護

株式会社ワイズ・ホールディングス デイサービスコンフォール 愛媛県東温市志津川甲７７３番地 平成２６年７月１日 介護予防通所介護

株式会社ワイズ・ホールディングス ヘルパーステーションコンフォール 愛媛県東温市志津川甲７７３番地 平成２６年７月１日 介護予防訪問介護

社会福祉法人ミュゲの会 ヘルパーステーション みゅげ 愛媛県東温市見奈良８１１番地１シニア
ライフセンター みゅげ 平成２６年７月３日 介護予防訪問介護

社会福祉法人ミュゲの会 デイサービス アルモ 愛媛県東温市見奈良８１１番地１シニア
ライフセンター みゅげ 平成２６年７月３日 介護予防通所介護

合同会社つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 愛媛県東温市北方３２０３番地５フォレス
トコート２１１号 平成２６年７月８日 介護予防訪問介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ケアーサポートゆずりは 訪問看護ステーションゆずりは 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 平成２６年７月１日 訪問看護

独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇
和島病院附属訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 平成２６年７月１日 訪問看護

合同会社 望 通所介護 なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町甲３６７番地１ 平成２６年７月１日 通所介護

合同会社 望 訪問介護 なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町甲３６７番地１ 平成２６年７月１日 訪問介護

合同会社 ハピネス デイサービスセンター ハピネス 愛媛県南宇和郡愛南町緑甲６９７番地１ 平成２６年７月１日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

合同会社 望 居宅介護支援事業所 なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町甲３６７番地１ 平成２６年７月１日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ケアーサポートゆずりは 訪問看護ステーションゆずりは 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 平成２６年７月１日 介護予防訪問看護
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２６年７月６日から８月１０日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇
和島病院附属訪問看護ステーション 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 平成２６年７月１日 介護予防訪問看護

合同会社 望 通所介護 なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町甲３６７番地１ 平成２６年７月１日 介護予防通所介護

合同会社 望 訪問介護 なでしこ 愛媛県宇和島市伊吹町甲３６７番地１ 平成２６年７月１日 介護予防訪問介護

合同会社 ハピネス デイサービスセンター ハピネス 愛媛県南宇和郡愛南町緑甲６９７番地１ 平成２６年７月１日 介護予防通所介護

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２６年８月７日 特定非営利活動法人 かしの木 白 石 清 子 松山市朝美１丁目１１番１４号 この法人は、保育を通じて、乳幼児、児童及び
その保護者に対する育児支援を行うとともに、
少子高齢化社会や核家族化社会における様々な
課題の解決に向けての調査研究、女性の子育て
支援等互助の精神に基づく活力あふれる地域づ
くりの推進事業、地域の高齢者との交流促進事
業等を行い、社会全体の利益増進に寄与するこ
とを目的とする。

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １８ Ａ甲 ２０

機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ｂ １ Ｂ ２

Ｂ ３

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ｃ １
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機械検査（機械検査作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ６ Ｃ １

機械保全（機械系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４

Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６

Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２

Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４

機械保全（電気系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

建築大工（大工工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４

左官（左官作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２６年８月２２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

可搬型ポストの購入

� 購入物品名及び数量

可搬型ポスト ６組

（使用に当たり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２７年３月２日（月）

� 納入場所

愛媛県原子力センター（所在地：八幡浜市保内町宮内１番耕

地４８５の１）

� 入札方法

ア 入札は、原則として愛媛県電子入札システムを利用して行

うこととするが、愛媛県電子入札システムの利用者登録を行

っていない入札参加資格者が応札する場合には、紙入札を行

うことができる。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２６年１０月２日（木）の午前９時

から同月３日（金）午後１時５９分まで

紙入札による場合は、平成２６年１０月３日（金）午後１時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２６年１０月３日（金）午後２時００分

愛媛県総務部入札室 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２６年９月２５日（木）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２

Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６

Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９ Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２

Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７
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� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力のうえ、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接または郵便（書留郵便

に限る。）により提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ summary

� Nature and quantity of the product to be qurchased：

Telemetric portable radiation monitoring post，６ set

� Time limit of tender：１：５９ p．m．，３ October２０１４

� For further information， please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２１５６

平成２６年８月２２日 発行
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